
1111 職員の任免及び職員数に関する状況職員の任免及び職員数に関する状況職員の任免及び職員数に関する状況職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員の任用状況

課長
課長
補佐

係長
係長
代理

主幹 主任 主事
技能労

務士

4

2 2 2 9 5 3

（２）職員の離職状況

定年
退職

勧奨
退職

普通
退職

分限
免職

懲戒
免職

失職
死亡
退職

任期満

了によ

る離職

3 2 1 2

（３）職員の在職状況

18～23 24～27 28～31 32～35 36～39 40～43 44～47 48～51 52～55 56～59 計

1 6 4 6 9 20 6 11 11 9 83

1 1 2 2 1 7

3 1 1 5

2 2 1 2 2 1 4 14

2 1 1 4

1 9 7 9 10 24 11 14 14 14 113

昇任

　平成２７年度中の職員の離職状況は、次のとおりです。

状況

人数

技能労務職

計

（平成２７年４月１日現在）

一般行政職

税務職

下仁田町人事行政の運営等の状況の公表について

　下仁田町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例により、前年度（平成２７年度）に
おける人事行政の運営の状況について報告します。

　平成２７年度中の職員の任用状況は、次のとおりです。

職員の任用

採
用

試験

選考

　また、地方公務員法第５８条の３の規定により、平成２８年４月１日現在の等級等ごとの
職員の数についても併せて公表します。

看護･保健･福祉職

企業職



（４）部門別職員数の状況と主な増減理由

H26 H27

2 2 0

25 26 1

7 7 0

0 0

7 7 0

7 7 0

6 6 0

54 55 1

9 8 △ 1

9 9 0

18 17 △ 1

72 72 0

19 17 △ 2

91 89 △ 2

11 10 △ 1

14 14 0

25 24 △ 1

116 113 △ 3

※　派遣職員、臨時職員は除く。

（５）定員適正化計画の数値目標

5年度 10年度 15年度 20年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

176 人 176 人 161 人 136 人 121 人 119 人 117 人 121 人 120 人 119 人 118 人 119 人

169 人 170 人 153 人 132 人 118 人 114 人 112 人 116 人 117 人 116 人 115 人 116 人

（平成２７年４月１日現在）

　　　　　　　　区　分

　部　門

職員数 対前
年増
減数

主な増減理由

農林

商工

土木
普
通
会
計

福

祉

関

係

を

除

く

一

般

行

政

議会

総務 地域創生事業拡充による増員

税務

労働

小計

福

祉

関

係

民政 準備事業終了による減員

衛生

小計

公

営

企

業

等

会

計

水道 簡水事業統合による減員

ガス・国保等

小計

一般行政部門計

教育 世界遺産関係事業の部門変更による減員

普通会計計

総 合 計

　全職員数

内派遣等除く

　下仁田町は、甘楽富岡広域での合併を選択せず、自立の道を進みました。このような状況
の中、三位一体の改革により、交付税の削減が示され、下仁田町の財政シミュレーションが
作成されました。

　シミュレーションにおいては、職員数の目標も設定されており、平成２０年度以降におい
ては、退職者数にかかわらず、１名の採用のみにするという目標設定であり、平成２６年４
月１日の職員数では、派遣を除いた職員数がシミュレーションと同数の１１４名となってお
ります。

　また、平成２３年度には平成２４年度から３４年度までの定員管理計画を策定し、１０年
間で１０名の削減を目標としておりましたが、平成２７年度に、退職者・再任用者・採用者
のバランスを調整しながら、派遣等を除いた実質的な下仁田町職員数を１１５名前後とする
よう、一部計画変更を行っております。

　これは、地方創生関係での新規事業を重点的に執り行う必要が発生したことなどにより、
現状より職員数を減らすことは、住民に対するサービスの低下を招くと判断したからであ
り、今後も社会経済情勢の変化を勘案しながら、適正な職員配置と計画的な採用を行ってい
く予定です。



2222 職員の給与の状況職員の給与の状況職員の給与の状況職員の給与の状況

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

円

円

円

円

区分
住民基本
台帳人口
(1月1日)

歳出額 実質収支 人件費 人件費率 参考

Ａ Ｂ （Ｂ/Ａ） 前年度の人件費率

％

　２７年度 8,405 5,212,302 79,384 914,445 17.5 17.5

人 千円 千円 千円 ％

17.3

区分
職員数
(4月1日)
Ａ

給与費 一人あたりの

給与費

Ｂ/Ａ

給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ

　２６年度 8,640 4,999,115 81,392 876,355 17.5

千円

　２７年度 89 367,421 73,914 135,800 577,135 6,485

人 千円 千円 千円 千円

6,170

（３）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況 （平成２７年４月１日現在）

区分
一般行政職 技能労務職

平均年齢 平均給料月額 平均年齢 平均給料月額

　２６年度 91 362,363 66,863 132,219 561,445

国 43.5 334,283 50.2 289,141

（４）初任給の状況 （平成２７年４月１日現在）

歳 円 歳 円

下仁田町 43.6 333,500 51.0 339,600

高校卒
試験 144,600

選考 140,100

区分 初任給

一般行政職

大学卒 試験 176,700

短大卒 試験 157,300

６月期 1.225 月分 0.75 月分 ６月期 1.225 月分 0.75 月分 

（５）職員手当の状況 （平成２７年４月１日現在）

　①期末・勤勉手当

下仁田町 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

計 2.60 月分 1.60 月分 計 2.60 月分 1.60 月分 

１２月期 1.375 月分 0.85 月分 １２月期 1.375 月分 0.85 月分 

　※職制上の段階、職務の等級による
　　加算措置があります。

　※職制上の段階、職務の等級による
　　加算措置があります。



　②退職手当

下仁田町 国

支給率 自己都合 勧奨・定年 支給率 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 20.445 月分 

25.55625 月分 勤続20年 20.445 月分 

25.55625 月分 

勤続25年 29.145 月分 

34.5825 月分 勤続25年 29.145 月分 

34.5825 月分 

勤続35年 41.325 月分 49.59 月分 勤続35年 41.325 月分 49.59 月分 

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置　有 　定年前早期退職特例措置　有

　③時間外勤務手当

最高限度額 49.590 月分 49.59 月分 最高限度額 49.590 月分 49.59 月分 

区分 支給総額 職員１人当たり支給年額

　２７年度 26,758 千円 311 千円

　２６年度 26,758 千円 301 千円

　３　１,２以外の扶養親族 月額　６，５００円

　４　満１６歳の年度初めから
　　　満２２歳の年度末までの子

月額　５，０００円を加算

　⑤住居手当

　１　借家・借間入居者

　　　家賃額により月額２７，０００円を限度に支給

　④扶養手当

　１　配偶者 月額１３，０００円

　２　配偶者なし扶養親族１人目 月額１１，０００円

　⑦管理職手当

　１　課長職 月額５１，８００円

　２　館長・所長 月額３８，１００円

　⑥通勤手当

　１　交通機関を利用する場合

　　　６ヶ月定期券等相当額で月額５５，０００円を限度に支給

　２　交通用具を利用する場合

　　　通勤距離に応じて月額２，０００円～３１，６００円を支給

　３　課長補佐職 月額３７，１００円



１級 ２級 ５級 ６級

主事 主任 主幹
技能労

務士

(主幹)

係長
代理

係長
課長
補佐

課長

8 9 24 4 22 19 18 9

7.1 8.0 21.2 3.5 19.5 16.8 15.9 8.0

（７）特別職等の報酬等の状況

3333 職員の勤務時間その他の勤務条件職員の勤務時間その他の勤務条件職員の勤務時間その他の勤務条件職員の勤務時間その他の勤務条件の状況の状況の状況の状況

（１）勤務時間の状況 

標準的な職務内容

職員数（人） 113

構成比（％） 100.0

（６）級別職員数の状況 （平成２７年４月１日現在）

区分 ３級 ４級

計

（平成２７年４月１日現在）

区分 給料・報酬月額 期末手当

町長 ５８２，０００円

４．２０月分

４．２０月分
副議長 ２１３，０００円

常任委員長
議会運営委員長

２０４，０００円

議員 １９９，０００円

副町長 ５６６，０００円

教育長 ５４０，０００円

議長 ２７５，０００円

8時30分 17時15分 12時から13時 7時間45分 38時間45分

（平成２７年４月１日現在）

開始時刻 終了時刻 休憩時間 一日の勤務時間 一週の勤務時間

（２）年次有給休暇の状況 （平成２７年１月１日～平成２７年１２月３１日）

総付与日数
(a)

総取得日数
(b)

対象職員数
(c)

平均取得日数

(b)/(c)

消化率
(b)/(a)

4,357 日 1,259 日 114 人 11.0 日 28.9%

①年間一人あたりの有給休暇付与日数は２０日で、前年の未消化分については、２０日
　を上限として繰越できます（最大で年４０日)



休暇の種類 付与日数・期間等 取得者数

公民としての権利を行使
する場合

必要と認める期間 0 人

（３）特別休暇の状況  （平成２７年１月１日～平成２７年１２月３１日）

ボランティア活動に参加
する場合

一の年において5日の範囲内の期間 0 人

結婚する場合 ５日の範囲内の期間 3 人

裁判員、証人等として国
会、裁判所等に出頭する
場合

必要と認める期間 0 人

骨髄提供者となる場合 必要と認める期間 0 人

妻が出産する場合
職員の妻の出産に係る入院等の日から
当該出産の日後2週間を経過する日まで
の期間内における2日の範囲内の期間

2 人

育児参加をする場合

産後８週間以内の子又は小学校就学前
の子
出産予定日の６週間前から産後８週の
間における５日の範囲内の期間

0 人

職員の出産
出産予定日以前8週間、出産の日後8週
間

0 人

保育時間の場合
生後１年に達しない子、1日2回それぞ
れ30分間

0 人

親族が死亡した場合
親族に応じ、定められた連続する日数
の範囲内の期間

20 人

父母を追悼する場合 1日の範囲内の期間 0 人

子の看護をする場合

一の年において5日(その養育する中学
校就学の始期に達するまでの子が2人以
上の場合にあっては、10日)の範囲内の
期間

4 人

短期の介護をする場合
一の年において5日(要介護者が2人以上
の場合にあっては、10日)の範囲内の期
間

0 人

災害・交通機関の事故等
により出勤が著しく困難
な場合

必要と認める期間 0 人

災害時に退勤途上の身体
の危険を回避する場合

必要と認める期間 0 人

夏季における心身の健康
の維持・増進等の場合

原則として連続する3日の範囲内の期間 111 人

災害により滅失等した住
居の復旧作業等の場合

7日の範囲内の期間 0 人

リフレッシュを図るため
場合

勤続20年以上及び勤続30年以上原則と
して、それぞれ連続する3日の範囲内の
期間

4 人



4444 職員の分限及び懲戒処分の状況職員の分限及び懲戒処分の状況職員の分限及び懲戒処分の状況職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者数

（２）懲戒処分者数

（３）刑事処分者数

（５）育児休業及び部分休業の状況 （平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

（４）病気休暇の状況 （平成２７年１月１日～平成２７年１２月３１日）

　職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認
められる場合における休暇です

休暇の種類 付与日数・期間等 取得者数

結核性疾患以外の私病等
９０日を超えない範囲において、医師
の証明等に基づき必要と認める期間

26 人

休暇の内容 取得者数

公務上の負傷又は疾病 医師の証明等に基づき必要な期間 0 人

結核性疾患
一年を超えない範囲において、医師の
証明等に基づき必要と認める期間

0 人

降任 免職 休職 降給 失職

　この制度は、地方公務員の育児休業等に関する法律の規定によ
り、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉を増
進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的として制
度化されたものです。
　職員は、任命権者の承認を受けて、子が３歳に達する日まで育
児休業を取得する事が出来ます。

0 人

（６）介護休暇の状況 （平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

休暇の内容 取得者数

0 人 0 人 2 人 0 人 0 人

休職状態にある者の数 1 人

　職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者
で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活
を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが
相当であると認められる場合に取得できる休暇です。

0 人

 （平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

0 人 0 人 0 人 0 人 3 人

 （平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

 （平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

戒告 減給 停職 免職 訓告等

懲役 禁固 罰金 科料

0 人 0 人 0 人 0 人



5555 職員の服務の状況職員の服務の状況職員の服務の状況職員の服務の状況

※

※

6666 職員の研修及び勤務成績の評定の状況職員の研修及び勤務成績の評定の状況職員の研修及び勤務成績の評定の状況職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（1）　研修の状況

（１）地方公務員の服務規律の概要

　地方公務員法第３０条の規定により、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために
勤務し、かつ、　職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない
とされています。
　この服務の基本原則を実行するために、「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」
「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治行為の制限」
「争議行為等の禁止」「営利企業等の従事制限」について、法律で定められています。

 （平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

区分 研 修 名
受講

人数(人）

（２）営利企業等の従事の状況

　地方公務員法第３８条第１項の規定により、①営利を目的とする会社の役員等に就任す
ること、②営利を目的とする私企業を営むこと、③報酬を得て他の事務・事業に従事する
こと、が営利企業等の従事制限として職員に禁止されている行為とされています。
　また、同法では、職員が任命権者の許可を受けることによって営利企業等に従事するこ
とができるとされていますが、この際には公務に支障のないことが前提となります。

（３）職務に専念する義務の特例に関する条例による免除の状況

　職員には、地方公務員法第３５条の規定により、職務に専念する義務が課されています
が、法律又は条例に特別の定めがある場合に限り、当該職務専念義務を免除することがで
きるとされています。
　下仁田町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例において、①研修を受ける場
合、②厚生に関する計画の実施に参加する場合③町長が定める場合に限り、職務に専念す
る義務を免除することができることとしています。

健康診断、人間ドックの受診、運転免許証の更新などの際に、職務に専念する義務を
免除しています。

国や県で行う統計調査の指導員や調査員となる場合などは、許可を受けています。

職域研修

新規採用職員研修 2 人

一般職員研修（採用後６～９年） 3 人

係長研修 0 人

課長研修 2 人

一般研修

法制執務 1 人

複式簿記入門 1 人



7777 職員の福祉及び利益の保護の状況職員の福祉及び利益の保護の状況職員の福祉及び利益の保護の状況職員の福祉及び利益の保護の状況

（1）　健康診断の実施状況

97 ％

　疾病の早期発見と健康の保持増進のため、職員の健康診断（人間ドック等）を年１回定
期的に実施しています

区分 対象者数 受信者数 受診率

新規認定
件数

公務災害 2 人 0 人

通勤災害 0 人 0 人

平成２７年度中 114 人 111 人

（2）災害補償の実施状況

　職員が公務上の災害（負傷、疾病、傷害又は死亡）又は通勤による災害を受けた場合に
は、地方公務員災害補償制度により、その災害によって生じた損害を補償し、必要な福祉
事業を行い、地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与します。

公務災害の種類
平成２７年度中(人)

傷病 死亡

勤務条件に関する
措置の要求の状況

職員の給与、勤務時間その他の
勤務条件に関する措置の要求を
審査・判定の上必要な措置をと
ること

0 件

不利益処分に関す
る不服申立の状況

職員に対する懲戒処分等の不利
益な主文についての不服申し立
てに対する裁決又は決定をする
事

0 件

（３）互助会に対する助成の状況

　地方公務員法第５条第１項、第４１条及び第４２条の規定に基づき、職員の相互共済及
び福利厚生制度の適切な運営を図り、能率増進に資することを目的とした下仁田町職員共
済会が設置設置されていますが、平成１８年度より、下仁田町からの助成はなく、会費等
で運営されています。

（４）共済制度の概要

　地方公務員等共済組合法により、群馬県市町村職員共済組合にによる共済制度が実施さ
れています。
　共済組合制度は、社会保障制度の一環として、相互救済によって組合員及びその家族の
生活の安定と福　祉の向上に寄与するとともに、職務の能率的運営に資することを目的と
して設けられています。

（５）職員の利益の保護について

区 分 内 容 平成２７年度中
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(人) (％) (人） (人) (％) 段階

11

1

2級 8 6.8% 8

23

1

2

2

16

1

25

1

14

1

1

9

1

117
100.0%合計

（１）等級及び職制上の段階ごとの職員数 （平成２８年４月１日現在）

　下仁田町職員の給与に関する条例第３条第３項、下仁田町職員の職の設置に関する規則に
より基準、職名などが規定されています。

所長及び困難な業務を行
う園長、館長の職務

給食センター所長

係長(保健師)

6級 課長、局長の職務 10 8.5%
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佐
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長
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65 55.6%

26 22.2%

16 13.7%

10 8.5%

4級 43 36.8%

局長補佐の職務
5級 16 13.7%

調理員の職務

運転手の職務

栄養士の職務

保育士の職務

保健師の職務

主事の職務

1級 12 10.3%

3級 主幹の職務 28 23.9%

園長及び館長の職務(5級
に掲げられた園長及び館
長を除く)

係長代理の職務

課長補佐の職務

主事

主任

主幹

係長代理

課長補佐

局長

係長の職務

保健師

保健師

用務員

調理員

係長代理（保健師)

係長

公民館館長

職名

合計 内訳 職制上の段階級別職務分類表に規定
する基準となる職務

等級

用務員の職務

主任の職務

等級等ごとの職員数の状況等級等ごとの職員数の状況等級等ごとの職員数の状況等級等ごとの職員数の状況


